
                                 

                     

  

          

                                 

                                 

【
感
染
リ
ス
ク
軽
減
の
た
め
の
税
務
署

か
ら
の
お
願
い
】 

 

 

確
定
申
告
に
は
、
ご
自
宅
か
ら
ス
マ

ホ
で
ご
利
用
い
た
だ
け
る
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ

が
大
変
便
利
で
す
。 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
が
あ
れ
ば
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用

し
て
申
告
書
を
提
出
で
き
ま
す
。 

 

 

給
与
所
得
、
雑
所
得
（
公
的
年
金
等
）

や
一
時
所
得
が
あ
る
方
な
ど
、
多
く
の

方
が
ス
マ
ホ
専
用
画
面
を
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
。 

 

 

 

  

 

多
く
の
方
が
訪
れ
る
確
定
申
告
会
場

に
出
向
く
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

 

 

西
郷
税
務
署
調
査
部
門 

 
 

 
 

 
 

電
話
２-

０
３
７
８ 
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＊
今
回
掲
載
の
内
容
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
状
況
に
よ
っ
て
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承

下
さ
い
。 

  
 

 
申
告
相
談
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策

の
観
点
か
ら
、
会
場
の
広
さ
を
確
保

し
住
民
同
士
の
感
染
防
止
を
徹
底
す

る
た
め
、
会
場
を
５
箇
所
に
限
定
し

て
行
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
よ

る
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
も
、

申
告
書
類
等
を
デ
ー
タ
で
国
（
税
務

署
）
へ
送
信
す
る
た
め
、
専
用
の
ネ
ッ

ト
環
境
の
あ
る
会
場
に
限
定
し
て
申

告
相
談
を
行
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
理

解
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

隠
岐
の
島
町
役
場 

本
庁 

五
箇
支
所 

都
万
支
所 

布
施
支
所 

中
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー 

＊
な
お
、
地
区
ご
と
に
相
談
日
を
設

け
ま
す
。
日
程
に
つ
い
て
は
、
後
日
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
全
戸
配
布
に

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

 

 

地
区
ご
と
の
相
談
日
以
外
に
も
、
役
場

本
庁
及
び
各
支
所
に
お
い
て
は
、
左
記
期

間
内
で
、
申
告
相
談
を
受
け
つ
け
て
お
り

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

令
和
３
年
２
月
16
日
（
火
）
か
ら 

令
和
３
年
３
月
15
日
（
月
）
ま
で 

※
土
日
・
祝
日
を
除
く 

※
代
理
申
告
（
ご
家
族
の
方
に
限
る
）
も

可
能
で
す
。 

 

〔
納
付
・
還
付
の
あ
る
方
〕 

令
和
３
年
２
月
16
日
（
火
）
か
ら 

令
和
３
年
３
月
15
日
（
月
）
ま
で 

※
土
日
・
祝
日
を
除
く 

〔
還
付
の
あ
る
方
〕 

令
和
３
年
１
月
１
日
（
金
）
か
ら 

令
和
３
年
12
月
31
日
（
金
）
ま
で 

※
土
日
・
祝
日
を
除
く 

 

 

収
支
計
算
書
や
医
療
費
控
除
の
明
細

書
の
作
成
を
、
申
告
会
場
で
行
う
と
、
相

談
時
間
（
滞
在
時
間
）
が
長
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

 

会
場
の
混
雑
緩
和
及
び
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
リ
ス
ク
低
減
の
た
め
、
ご

自
宅
で
の
作
成
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

会
場
内
が
込
み
合
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
人
数
を
制
限
さ
せ
て
い
た
だ
く
た

め
、
会
場
内
で
の
作
成
が
出
来
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。 

 
 

 

 

役
場
税
務
課
住
民
税
係 

 
 

 
 

 
 

電
話
２-

８
５
７
４ 
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 49

 

2,000
 

 50

 

89  

2,000
 

  90

124  

2,400
 

           

  125

249  

3,600
 

       

   250

 

6,000
 

 
3,700

 

 

( ) 

2,000
 

 
5,900

 

 

 

現
在
、
境
海
上
保
安
部
・
隠
岐
海
上
保

安
署
で
は
、
令
和
２
年
度
末
に
お
い
て
、

点
灯
１
０
０
周
年
を
迎
え
る
西
郷
岬
灯

台
の
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施
し
て

い
ま
す
。 

 

西
郷
岬
灯
台
の
魅
力
あ
る
写
真
を
投

稿
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
皆
様
か
ら
の
ご

応
募
を
心
か
ら
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

 

西
郷
岬
灯
台
の
魅
力
を
伝
え
る
写
真
（
灯

台
が
被
写
体
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
） 

 

令
和
３
年
２
月
１
日
（
月
）
ま
で 

 

年
齢
不
問
、
１
人
あ
た
り
３
点
ま
で 

（
ア
マ
チ
ュ
ア
、
プ
ロ
は
問
い
ま
せ
ん
。
） 

 

メ
ー
ル
に
左
記
の
内
容
を
ご
記
入
下
さ
い
。 

件
名
：
「
西
郷
岬
灯
台
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス

ト
応
募
」 

本
文
：
①
作
品
の
タ
イ
ト
ル
②
作
品
の
コ

メ
ン
ト
③
撮
影
時
期
④
氏
名
⑤
住
所 

 

⑥
年
齢
（
任
意
）
⑦
電
話
番
号 

＊
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
込
む
と
メ
ー
ル

が
自
動
作
成
さ
れ
ま
す
。 

     
 

令
和
３
年
３
月
下
旬
頃 

 

 

境
海
上
保
安
部
交
通
課 

電
話
０
８
５
９-

４
２-
２
５
３
４ 

 
 

 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
被
保
険
者

等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
及
び
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て
、
次
の

要
件
に
該
当
す
る
場
合
減
免
し
ま
す
。 

 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
対

象
と
な
り
ま
す
。 

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

り
生
計
維
持
者
が
死
亡
し
、
又
は
重
篤

な
傷
病
を
負
っ
た
場
合 

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
等

の
減
少
が
見
込
ま
れ
、
次
の
全
て
に
該

当
す
る
場
合 

①
事
業
収
入
等
の
減
少
額
が
前
年
の
収
入 

 

額
の
10
分
の
３
以
上
で
あ
る
こ
と 

②
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
千
万
円
以 

 

下
で
あ
る
こ
と 

③
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
事
業
収 

 

入
等
に
係
る
所
得
以
外
の
前
年
の
所
得 

 

金
額
が
４
百
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と 

 

令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
納
期
限
が
到
来
す

る
も
の 

＊
申
請
方
法
、
減
免
額
の
他
、
ご
不
明
な

点
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

 

 

役
場
町
民
課
国
保
年
金
係 

 
 

 
 

 
 

電
話
２-

８
５
６
０ 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
臨
時
特
例
措

置
と
し
て
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申

請
ま
た
は
学
生
納
付
特
例
申
請
が
可
能

で
す
。 

 

次
の
２
点
を
い
ず
れ
も
満
た
す
場
合
、

対
象
と
な
り
ま
す
。 

○
令
和
２
年
２
月
以
降
に
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収

入
が
減
少
し
た
こ
と 
 

○
令
和
２
年
２
月
以
降
の
所
得
等
の
状

況
か
ら
み
て
、
当
年
中
の
所
得
の
見
込

が
、
現
行
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

等
に
該
当
す
る
水
準
に
な
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
こ
と 

 

令
和
２
年
２
月
以
降
の
国
民
年
金
保
険
料 

 

＊
申
請
方
法
等
は
、
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

 

役
場
町
民
課
国
保
年
金
係 

 
 

 
 

 
 

電
話
２-

８
５
６
０  
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令
和
２
年
12
月
１
日
、
改
正
漁
業
法

の
施
行
に
伴
い
、
あ
わ
び
・
な
ま
こ
及

び
し
ら
す
う
な
ぎ
が
特
定
水
産
動
植
物

に
指
定
さ
れ
、
漁
協
の
組
合
員
が
漁
業

権
に
基
づ
い
て
採
捕
す
る
場
合
な
ど
を

除
い
て
、
採
捕
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
が
大

幅
に
強
化
さ
れ
、
最
高
で
『
３
年
以
下

の
懲
役
又
は
３
，
０
０
０
万
円
以
下
の

罰
金
』
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。 

 

こ
の
罰
金
額
は
国
内
法
に
お
け
る
個

人
に
対
す
る
罰
金
の
最
高
額
で
す
。 

 

 

特
定
水
産
動
植
物
に
つ
い
て
は
、
一

般
の
方
が
漁
業
権
者
な
ど
か
ら
「
少
し

く
ら
い
採
っ
て
も
良
い
よ
」
と
言
わ
れ

て
採
捕
し
た
場
合
も
違
反
と
な
り
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、
特
定
水
産
動
植
物
以
外
の
漁

業
権
対
象
種
（
さ
ざ
え
、
わ
か
め
な
ど
）

に
つ
い
て
も
、
一
般
の
方
が
採
捕
し
た

場
合
の
罰
則
が
強
化
さ
れ
、
漁
業
権
侵

害
と
し
て
『
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
』

が
科
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

 

海
に
は
様
々
な
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
よ
く
確
認
し
て
か
ら
お

出
か
け
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

 

島
根
県
隠
岐
支
庁
水
産
局
水
産
課 

 
 

 
 

 
 

電
話
２-

９
６
６
９ 

        



                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

島
根
県
で
は
、
令
和
２
年
度
よ
り
「
島

根
県
農
林
水
産
基
本
計
画
」
を
策
定
し
、

将
来
を
担
う
若
い
世
代
に
と
っ
て
魅
力

あ
る
農
林
水
産
業
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
水
産
分
野
で
は
、
一
本
釣
や
刺
網

等
の
沿
岸
自
営
漁
業
の
振
興
や
漁
村
を

支
え
る
新
規
就
業
者
の
確
保
・
育
成
、

漁
業
者
の
所
得
向
上
を
推
進
し
て
い
ま

す
。 

 

つ
い
て
は
、
沿
岸
漁
業
や
漁
村
で
中

核
的
な
役
割
を
担
う
認
定
新
規
漁
業
者

お
よ
び
認
定
漁
業
者
を
募
集
し
ま
す
。 

 

【
認
定
条
件
】 

・
就
業
５
年
未
満
の
自
営
漁
業
者 

・
着
業
か
ら
５
年
後
の
水
揚
目
標
が
概

ね
７
２
０
万
円
以
上 

・
目
標
が
達
成
で
き
る
技
能
・
知
識
を

有
し
て
い
る
こ
と 

【
活
用
で
き
る
支
援
事
業
】 

・
漁
業
の
自
立
や
定
着
に
必
要
な
資
金

の
給
付
（
最
大
１
２
０
万
円
／
年×

５

年
間
以
内
を
給
付
） 

・
漁
具
や
漁
船
（
中
古
）
の
購
入
費
補

助 ・
３
名
以
上
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
漁
業

所
得
向
上
等
の
取
組
へ
の
支
援 

 

【
認
定
条
件
】 

・
水
揚
金
額
増
加
の
意
思
が
あ
る
こ
と 

 
 

 
 

・
漁
業
技
術
や
経
営
管
理
能
力
が
優
れ

て
い
る
こ
と 

・
一
定
以
上
の
水
揚
が
あ
る
こ
と 

 

  

 

 

 

 

多
す
ぎ
る
物
を
整
理
し
て
、
セ
カ
ン

ド
ラ
イ
フ
を
も
っ
と
豊
か
に
す
る
生

前
整
理
術
講
座
を
開
催
し
ま
す
。 

 

カ
ン
タ
ン
生
前
整
理
講
座 

 

１
月
19
日
（
火
） 

午
後
１
時
30
分
か
ら
午
後
３
時
30
分 

 

隠
岐
の
島
町
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー 

 

隠
岐
の
島
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
会
員
又
は
満
60
歳
以
上
の
方 

 
 
 

無
料 

 

10
名
（
先
着
順
） 

 
 

１
月
18
日
（
月
） 

 

 

 

島
根
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

連
合
会 

隠
岐
分
室 

電
話
０
８
５
１
２-

３-

１
６
９
１ 

 

隠
岐
の
島
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
で
は
新
規
会
員
の
募
集
を
目
的
に
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。 

「
く
ら
し
に
役
立
つ
筆
ペ
ン
講
座
」 

～
の
し
袋
の
表
書
き
を
書
い
て
み
よ
う
～ 

 
 

１
月
29
日
（
金
）
午
後
２
時
～
４
時 

 

隠
岐
の
島
町
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー 

 

阿
部
喜き

霞か 

氏(

阿
部
美
喜
子
さ
ん)

 

<

都
万
書
道
教
室
運
営
・
指
導>

 

 

・
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
概
要 

・
筆
ペ
ン
講
座
～
の
し
袋
の
表
書
き
を

書
い
て
み
よ
う
～ 

 

・
原
則
60
歳
以
上
の
方 

・
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
就
業
を

希
望
す
る
方
、
ま
た
は
関
心
の
あ
る
方 

 

無
料 

 

１
月
19
日
（
火
） 

 

 

隠
岐
の
島
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

（
担
当
／
松
林
・
髙
梨
） 

 
 

 

電
話
３-

１
５
３
３ 

 

 

 

島
根
県
立
農
林
大
学
校 

・
農
業
科 

電
話
０
８
５
４-

８
５-

７
０
１
１ 

・
林
業
科 

電
話
０
８
５
４-

７
６-

２
１
０
０ 

https://www.pref.shimane.lg.jp/nori

ndaigakko/ 

島
根
県
農
林
水
産
部
農
業
経
営
課
・
林
業
課 

・
農
業
科 

電
話
０
８
５
２-

２
２-

６
１
３
６ 

・
林
業
科 

電
話
０
８
５
２-

２
２-

５
１
５
３ 

【
活
用
で
き
る
支
援
事
業
】 

・
３
名
以
上
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
漁
業

所
得
向
上
等
の
取
組
へ
の
支
援 

 
 

 

 

島
根
県
隠
岐
支
庁
水
産
局
水
産
課 

 
 

 
 

 
 

電
話
２-

９
６
６
８ 

 

島
根
県
立
農
林
大
学
校
で
は
、
島
根

県
の
農
林
業
の
将
来
を
担
う
農
業
者
及

び
林
業
技
術
者
を
志
す
学
生
を
募
集
し

て
い
ま
す
。  

農
業
科
、
林
業
科 

 

○
一
般
入
学
（
前
期
） 

令
和
３
年
１
月
８
日
（
金
）
か
ら 

 
 

 
 

１
月
28
日
（
木
）
ま
で 

（
後
期
日
程
に
つ
い
て
は
学
生
募
集
要

項
を
ご
確
認
下
さ
い
。
） 

○
地
域
推
薦 

 

令
和
２
年
９
月
30
日
（
水
）
か
ら 

令
和
３
年
３
月
10
日
（
水
）
ま
で 

 

出
願
方
法
等
の
詳
細
は
農
林
大
学
校

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
い
た
だ
く

か
、
問
合
わ
せ
先
に
ご
連
絡
下
さ
い
。 

 

 

学
生
寮
（
個
室
）
や
各
種
就
学
支
援
制

度
を
備
え
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
就
業
に
向
け
た
資
格
取
得
や

支
援
等
、
き
め
細
や
か
な
サ
ポ
ー
ト
を

行
っ
て
い
ま
す
。 

 



                                 

                                 

                                 

                               

 

 

隠
岐
広
域
連
合
で
は
令
和
２
年
度
第

５
回
及
び
第
６
回
職
員
採
用
試
験
を
実

施
し
ま
す
。 

 

【
第
５
回
】 

助
産
師
・
保
健
師
・
看
護
師 

 

５
名 

臨
床
検
査
技
師 

 
 

 
 

 
 

１
名 

作
業
療
法
士
又
は
理
学
療
法
士 
１
名 

臨
床
工
学
技
士 

 
 

 
 

 
 

２
名 

言
語
聴
覚
士 

 
 

 
 

 
 

 

１
名 

【
第
６
回
】 

一
般
行
政
職 

 
 

 
 

 
 

 

１
名 

 

【
助
産
師
・
保
健
師
・
看
護
師
】 

昭
和
45
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師
の

免
許
を
有
す
る
方
又
は
令
和
３
年
３
月

31
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
国
家
試
験
に
よ

り
当
該
免
許
を
取
得
す
る
見
込
み
の

方
。 

【
臨
床
検
査
技
師
】 

昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
を
有
す

る
方
又
は
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に

行
わ
れ
る
国
家
試
験
に
よ
り
当
該
免
許

を
取
得
す
る
見
込
み
の
方
。 

【
作
業
療
法
士
又
は
理
学
療
法
士
】 

昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
作
業
療
法
士
又
は
理
学
療
法
士

の
免
許
を
有
す
る
方
又
は
令
和
３
年
３

月
31
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
国
家
試
験
に

よ
り
当
該
免
許
を
取
得
す
る
見
込
み
の

方
。 

 

【
臨
床
工
学
技
士
】 

昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
臨
床
工
学
技
士
の
免
許
を
有
す

る
方
又
は
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に

行
わ
れ
る
国
家
試
験
に
よ
り
当
該
免
許

を
取
得
す
る
見
込
み
の
方
。 

【
言
語
聴
覚
士
】 

昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
言
語
聴
覚
士
の
免
許
を
有
す
る

方
又
は
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
行

わ
れ
る
国
家
試
験
に
よ
り
当
該
免
許
を

取
得
す
る
見
込
み
の
方
。 

【
一
般
行
政
職
】 

平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
15
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
。 

 

【
第
５
回
】 

①
試
験
日 

令
和
３
年
１
月
16
日
（
土
） 

②
受
付
時
間 

午
前
11
時
30
分
か
ら
11
時
45
分
ま
で 

③
試
験
会
場 

隠
岐
広
域
連
合
消
防
本
部 

④
試
験
内
容 

作
文
試
験
・
面
接
試
験 

【
第
６
回
】 

（
一
次
試
験
） 

①
試
験
日 

令
和
３
年
１
月
16
日
（
土
） 

②
受
付
時
間 

午
前
８
時
30
分
か
ら
８
時
45
分
ま
で 

③
試
験
会
場 

隠
岐
広
域
連
合
消
防
本
部 

④
試
験
内
容 

教
養
試
験 

     

（
二
次
試
験
） 

①
試
験
日 

令
和
３
年
２
月
13
日
（
土
） 

②
受
付
時
間 

午
前
８
時
30
分
か
ら
８
時
45
分
ま
で 

③
試
験
会
場 

隠
岐
広
域
連
合
立
隠
岐
病
院 

④
試
験
内
容 

作
文
試
験
・
面
接
試
験 

 

【
第
５
・
６
回
】 

①
申
込
用
紙
の
請
求
及
び
提
出
先 

 

〒
６
８
５-

０
１
０
４ 

 

隠
岐
の
島
町
都
万
２
０
１
６ 

 

隠
岐
広
域
連
合
事
務
局
総
務
課 

電
話
６-

９
１
５
０ 

②
受
付
期
間 

令
和
２
年
12
月
８
日
（
火
）
か
ら 

令
和
３
年
１
月
７
日
（
木
）
ま
で 

 

土
日
祝
日
を
除
く
平
日 

※
郵
送
の
場
合
は
、
１
月
４
日
（
月
）
の

消
印
分
ま
で
有
効
と
し
受
け
付
け
ま

す
。 

※
島
外
の
方
な
ど
、
郵
送
で
申
込
用
紙

を
請
求
す
る
場
合
は
、
12
月
23
日
（
水
）

到
着
分
ま
で
受
け
付
け
し
郵
送
し
ま

す
。 

 
原
則
、
令
和
３
年
４
月
以
降
に
採
用
し

ま
す
。
給
与
は
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
（
隠
岐
広
域
連
合
）
に
よ
り
支
給
さ

れ
ま
す
。 

 
 

 

 

隠
岐
広
域
連
合
事
務
局
総
務
課 

電
話
６-

９
１
５
０ 

 

 

 

医
療
業
務
に
従
事
し
て
い
る
方
は
、

２
年
に
一
度
、
届
出
を
す
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

①
医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師 

・
対
象･

･
･

全
員
（
隠
岐
管
内
の
施
設
に

勤
務
又
は
居
住
の
方
） 

②
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
・
准
看
護

師
・
歯
科
衛
生
士
・
歯
科
技
工
士 

・
対
象･

･
･

隠
岐
管
内
の
施
設
で
医
療
業

務
に
従
事
し
て
い
る
方 

 

隠
岐
保
健
所
に
ご
提
出
下
さ
い
（
令
和

２
年
12
月
31
日
現
在
の
状
況
を
記
入
） 

 

令
和
３
年
１
月
15
日
（
金
） 

 

厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
・
島
根
県
Ｈ
Ｐ
よ
り

入
手
可
能
で
す
。 

 

〒
６
８
５-

０
０
１
５ 

隠
岐
の
島
町
港
町
塩
口
24
番
地 

 

隠
岐
保
健
所
総
務
医
事
課 

 
 

 
 

 
 

 

電
話
２-

９
７
０
２ 

 


